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(57)【要約】
【課題】平面らせん形蛍光ランプを容易に装着すること
ができる照明器具を提供する。
【解決手段】器具本体１２に、装着後の平面らせん形蛍
光ランプ２０の管中央部２２ａを中心として旋回可能な
旋回台３０を設けたので、平面らせん形蛍光ランプ２０
を旋回台３０に載せて、旋回台３０を旋回させることに
より、容易に平面らせん形蛍光ランプ２０をランプソケ
ット１７に装着することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管中央部を中心として略同一平面内で渦巻状に旋回された発光管と、前記発光管の両端
面に設けられた口金と、前記口金から突出するランプピンと、前記発光管の両端部を連結
したブリッジと、を有する平面らせん形蛍光ランプと、
　前記ランプピンを装着して電力を供給するランプソケットが取り付けられた器具本体と
、を備えた照明器具であって、
　前記器具本体に、前記管中央部を中心として旋回可能な旋回台を設け、前記旋回台に前
記平面らせん形蛍光ランプを載せて回転させることにより前記ランプピンを前記ランプソ
ケットに装着することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記旋回台に、前記口金を保持する口金保持部材を設けたことを特徴とする請求項１記
載の照明器具。
【請求項３】
　前記旋回台に、前記ブリッジを旋回方向へ係止するブリッジ係止部材を設けたことを特
徴とする請求項１または２記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面らせん形蛍光ランプを用いる照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、平面らせん形蛍光ランプを用いる照明器具が知られている（例えば特許文献
１参照）。
　図５に示すように、特許文献１に記載の照明器具に用いられる平面らせん形蛍光ランプ
１００は、発光管１０１が、中央部１０１ａを中心として略一平面上で渦巻状に旋回され
た二重渦巻き形状を有している。そして、略対向して離れた両端部１０２ａ、１０２ｂ間
には、発光管１０１を保持するランプホルダであるブリッジ１０３が設けられており、ブ
リッジ１０３の中央に１個の口金１０４が設けられている。また、口金１０４から発光管
１０１の隙間を通って、一対の把持取手１０５、１０５が口金１０４と反対側に突出して
設けられている。
　従って、平面らせん形蛍光ランプ１００の装着時には、作業者は把持取手１０５、１０
５を持って、口金１０４を器具本体（図示省略）に装着する。
【特許文献１】特開２００７－２７３３３０号公報（第２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、前述したような平面らせん形蛍光ランプには、図６に示す平面らせん形蛍光
ランプ１１０のように、中央部１１１ａを中心として略一平面上で渦巻状に旋回された二
重渦巻き形状の発光管１１１の両端に口金１１２が設けられ、各口金１１２から上下一対
のランプピン１１３、１１３が設けられているものがある。そして、発光管１１１の両端
部を連結してブリッジ１１４が設けられている。
　このような平面らせん形蛍光ランプ１１０では、全体の厚みが、略発光管１１１の厚み
程度であり、照明器具をコンパクト化することができるとともに、デザイン的にも有利で
ある。
【０００４】
　しかしながら、図６において前述したような平面らせん形蛍光ランプ１１０においては
、平面らせん形蛍光ランプ１１０を旋回させてランプピン１１３をランプソケットに装着
する際に、平面らせん形蛍光ランプ１１０の両端のランプピン１１３を同時にランプソケ
ットに対して位置決めしながら平面らせん形蛍光ランプ１１０を旋回させなければならず
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、困難であるという問題があった。
【０００５】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、平面らせん形蛍光ランプを容
易に装着することができる照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の照明器具は、管中央部を中心として略同一平面内で渦巻状に旋回された発光管
と、前記発光管の両端面に設けられた口金と、前記口金から突出するランプピンと、前記
発光管の両端部を連結したブリッジと、を有する平面らせん形蛍光ランプと、前記ランプ
ピンを装着して電力を供給するランプソケットが取り付けられた器具本体と、を備えた照
明器具であって、前記器具本体に、前記管中央部を中心として旋回可能な旋回台を設け、
前記旋回台に前記平面らせん形蛍光ランプを載せて回転させることにより前記ランプピン
を前記ランプソケットに装着する構成を有している。
【０００７】
　この構成により、器具本体に、装着後の平面らせん形蛍光ランプの管中央部を中心とし
て旋回可能な旋回台を設けたので、平面らせん形蛍光ランプを旋回台に載せて、旋回台を
旋回させることにより、容易に平面らせん形蛍光ランプをランプソケットに装着すること
ができる。
【０００８】
　また、本発明の照明器具は、前記旋回台に、前記口金を保持する口金保持部材を設けた
構成を有している。
【０００９】
　この構成により、旋回台に、平面らせん形蛍光ランプの口金を保持する口金保持部材を
設けたので、平面らせん形蛍光ランプを、旋回台に対して容易に位置決めするとともに保
持して落下を防止することができる。
【００１０】
　さらに、本発明の照明器具は、前記旋回台に、前記ブリッジを旋回方向へ係止するブリ
ッジ係止部材を設けた構成を有している。
【００１１】
　この構成により、旋回台に、ブリッジを旋回方向に係止するブリッジ係止部材を設けた
ので、平面らせん形蛍光ランプを、旋回台に対して容易に位置決めするとともに、ランプ
ピンをランプソケットに挿入する際の挿入力を十分に得ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明は、器具本体に、装着後の平面らせん形蛍光ランプの管中央部を中心として旋回
可能な旋回台を設けたので、平面らせん形蛍光ランプを旋回台に載せて、旋回台を旋回さ
せることにより、容易に平面らせん形蛍光ランプをランプソケットに装着することができ
るという効果を有する照明器具を提供することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態の照明器具について、図面を用いて説明する。
　図１は本発明の第１実施形態にかかる照明器具の斜視図、図２は本発明の照明器具で用
いられる平面らせん形蛍光ランプの斜視図、図３は旋回台の取り付け構造を示す断面図、
図４（ａ）は旋回台に平面らせん形蛍光ランプを取り付けた状態を示す斜視図、図４（ｂ
）は同じく側面図である。
【００１４】
　図１に示すように、本発明にかかる照明器具１０は、天井や壁等の壁面１１に固定して
使用するものであり、例えば矩形箱状の器具本体１２と、器具本体１２の前面開口を覆う
透明あるいは半透明の樹脂等からなるパネル１３を有している。パネル１３は、広範囲を
照らすことができるように、プリズム加工されているものを用いることができる。器具本
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体１２の底板１２ａには、商用交流電源（図示省略）に接続されている点灯装置であるイ
ンバータブロック１４が取付けられており、インバータブロック１４等を覆うとともにパ
ネル１３を取付けるための取付板１５が設けられている。パネル１３は、ネジ１３ａを取
付板１５のネジ穴１５ａに螺合し、締め付けることにより着脱可能に取付けられる。
【００１５】
　図２に示すように、この照明器具１０に用いられる平面らせん形蛍光ランプ２０は、管
状の放電路が長手方向中央部２２ａを始点として、同一平面に沿って２重渦巻状に旋回さ
れた発光管２２を有しており、発光管２２の中央部２２ａは、その他の部分に比して太径
となっていて、最冷点となっている。発光管２２の両端部２２ｂにはそれぞれ口金２３、
２３が取付けられており、両口金２３、２３は、発光管２２の中央部２２ａに対して、点
対称の位置に設けられている。各口金２３、２３には、平面らせん形蛍光ランプ２０の平
面に直交する方向（図２において上下方向）に配置された一対のランプピン２１が、発光
管２２の軸方向に沿って突出して設けられている。
【００１６】
　発光管２２における最冷点と反対側面（図２において下側面）には、両口金２３，２３
同士を連結する保持部材であるブリッジ２４が設けられており、ブリッジ２４の両端には
、発光管２２を保持するためのリング状の保持部２４ａが設けられている。保持部２４ａ
の外周側には、後述する口金保持部材であるランプ支持バネ３５が嵌合する嵌合凹部２４
ｂが設けられている。
【００１７】
　再び図１に示すように、底板１２の中央部および他方の端部寄りには、インバータブロ
ック１４を保護するとともに、光源である平面らせん形蛍光ランプ２０の照明光をパネル
１３側に反射して照明効率を向上させる反射板でもあるブロックカバー１６が、器具本体
１２の底板１２ａの上方に一定の空間１２ｂを設けて取り付けられている（図３参照）。
この空間１２ｂにインバータブロック１４の一部が含まれる。ブロックカバー１６の上面
には、平面らせん形蛍光ランプ２０を装着するための一対のランプソケット１７、１７が
取付けられており、これらランプソケット１７、１７は、電源線（図示省略）によって、
インバータブロック１４に接続されている。
【００１８】
　ブロックカバー１６の上面には、取り付けられた平面らせん形蛍光ランプ２０の中心を
中心として、旋回台３０が旋回可能に設けられている。図３に示すように、旋回台３０に
はビス３１が加締めにより取り付けられており、ビス３１を座金３２を介してブロックカ
バー１６に設けられている貫通穴１６ａに挿通し、第１ナット３３および第２ナット３４
のダブルナットで締結することにより、ナット３３，３４が緩んだり、締まったりするの
を防止して、回転可能に取り付けられている。なお、この旋回台３０の上面３０ｂは、ブ
ロックカバー１６と同様に、平面らせん形蛍光ランプ２０からの光を反射させるような色
（例えば、白色）にするのが望ましい。
【００１９】
　旋回台３０は、ビス３１を中心とする円板状であり、ブロックカバー１６に設けられて
いるランプソケット１７部分に対応して切欠き３０ａが設けられている。これにより、旋
回台３０は、一対のランプソケット１７と干渉することなく、ビス３１を中心として、ラ
ンプピン２１をソケット１７に装着するのに必要な一定の角度だけ旋回可能となっている
。旋回台３０の上面３０ｂにおける切欠き３０ａの近傍には、平面らせん形蛍光ランプ２
０を保持するランプ支持バネ３５が設けられている。
【００２０】
　なお、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、旋回台３０の上面３０ｂには、ブリッジ２４
を旋回方向へ係止するブリッジ係止部材としての切起し３６を設けるのが望ましい。切起
し３６は、ランプ支持バネ３５をブリッジ２４の嵌合凹部２４ｂに嵌合させて、平面らせ
ん形蛍光ランプ２０を旋回台３０に仮保持した状態で、平面らせん形蛍光ランプ２０のブ
リッジ２４に当接する高さを有する。さらに、切起し３６は、旋回台３０を平面らせん形
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蛍光ランプ２０の取り付け方向（図４（ａ）における矢印Ａ方向）に旋回させたときに、
ブリッジ２４を取り付け方向へ押す側に当接して設ける。
【００２１】
　次に、平面らせん形蛍光ランプ２０を器具本体１２に取り付ける手順について説明する
。
　まず、平面らせん形蛍光ランプ２０を旋回台３０に取り付ける。このとき、旋回台３０
を取り外し方向（図１中矢印Ａ方向）へ旋回させておき、この状態で平面らせん形蛍光ラ
ンプ２０のブリッジ２４に設けられている嵌合凹部２４ｂに旋回台３０のランプ支持バネ
３５を嵌合させて、仮取付する。
【００２２】
　次いで、旋回台３０を取り付け方向（図１中矢印Ｂ方向）へ旋回させて、平面らせん形
蛍光ランプ２０の両端に設けられているランプピン２１を、同時にランプソケット１７に
挿入する。ランプソケット１７では、挿入されたランプピン２１が抜けないように保持す
るために、電気的導通を図る導電板（図示省略）にバネ性を持たせて挟持するようになっ
ており、ランプピン２１の挿入時には挿入抵抗となる。しかし、ランプ支持バネ３５がブ
リッジ２４の嵌合凹部２４ｂに嵌合しているため、ランプ支持バネ３５が嵌合凹部２４ｂ
の側壁を押して、ランプピン２１をランプソケット１７に挿入する。また、旋回台３０に
切起し３６を設けた場合には、挿入時に切起し３６がブリッジ２４を押す。
　その後、パネル１３を器具本体１２に取り付け、ネジ１３ａにより固定する。
【００２３】
　以上、説明した本発明の実施形態にかかる照明器具１０によれば、器具本体１２に、平
面らせん形蛍光ランプ２０の管中央部２２ａを中心として旋回可能な旋回台３０を設けた
ので、平面らせん形蛍光ランプ２０を旋回台３０に載せて、旋回台３０を旋回させること
により、容易に平面らせん形蛍光ランプ２０をランプソケット１７に装着することができ
る。
【００２４】
　また、旋回台３０に設けられているランプ支持バネ３５を、ブリッジ２４に設けられて
いる嵌合凹部２４ｂに嵌合させることにより、平面らせん形蛍光ランプ２０を旋回台３０
に仮保持するので、挿入時における、平面らせん形蛍光ランプ２０の落下等を防止するこ
とができる。また、ランプ支持バネ３５を嵌合凹部２４ｂに挿嵌することにより、所定位
置に位置決めすることができるので、ランプピン２１を容易にランプソケット１７に挿入
することができる。
【００２５】
　さらに、旋回台３０に切起し３６を設けた場合には、十分な挿入力が得られるため、ラ
ンプソケット１７の導電板の半力に抗して、確実にランプピン２１をランプソケット１７
に挿入することができる。
【００２６】
　なお、本発明の照明器具は、前述した実施形態に限定されるものでなく、適宜な変形，
改良等が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる照明器具の斜視図
【図２】本発明の照明器具で用いられる平面らせん形蛍光ランプの斜視図
【図３】旋回台の取り付け構造を示す断面図
【図４】（ａ）は旋回台に平面らせん形蛍光ランプを取り付けた状態を示す斜視図、（ｂ
）は同じく側面図
【図５】（ａ）は従来の平面らせん形蛍光ランプの一例を照射側から見た斜視図、（ｂ）
は同じく照射側の反対側から見た斜視図
【図６】（ａ）は従来の平面らせん形蛍光ランプの別の例を照射側から見た斜視図、（ｂ
）は同じく照射側の反対側から見た斜視図
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【符号の説明】
【００２８】
　１０　照明器具
　１２　器具本体
　１７　ランプソケット
　２０　平面らせん形蛍光ランプ
　２１　ランプピン
　２２　発光管
　２２ａ　管中央部
　２３　口金
　２４　ブリッジ
　３０　旋回台
　３５　ランプ支持バネ（口金保持部材）
　３６　切起し（ブリッジ係止部材）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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